
    

6 年 10 月 14 日

平日     9 時 00 分から 17 時 00 分まで なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

（別添資料１）

事業所名 中標津町児童デイサービスセンター 支援プログラム 作成日

法人（事業所）理念 子どもの願いに耳を傾け、一人ひとりの「今」に寄り添い、子どもたちの未来を育む場所を目指します。

支援方針
子どもたちが安心して楽しめる場所を作ります。専門職（公認心理師、言語聴覚士、作業療法士、保育士）による1対1の個別支援を提供します。お子さまの「興味」「得意」「強み」を見
つけ、「良さ」を最大限に生かし、「心」と「体」の安定と成長を育んでいきます。お子さまの将来を見据えて、どのような支援を必要としているかを常に考えていきます。

営業時間 送迎実施の有無

支 援 内 容

脳の発達には十分な睡眠が大切であるとの考えから、健康状態（睡眠を中心に）の聞き取りを行い必要な助言を行います。必要に応じてお子さんの特性に合わせた対応や方法を一緒に検討
します。食事や衣類の着脱、排せつなど基本的生活のスキルを聞き取りもしくは実際に評価を行い、必要な手立てについて一緒に検討します。個別支援の中では、お子さんに合わせた環境
を提供できるようにします。

興味ある活動の中で意欲的に遊ぶことを大切にしています。できる運動や楽しい活動の中で運動有能感を育みます。（運動有能感は運動の上達や成功の体験から得られる運動に対する自信
の事を意味します。具体的には「自分はできるんだという自信」、「努力すればできるようになるという自信」、「人から認められているという自信」の3因子から成り立ちます。）ま
た、感覚の特性への対応については過敏や鈍麻に対して必要な評価を行い、本人や保護者の希望に合わせて支援方法や環境調整を行います。

認知面の支援として発達段階に応じた内容と量の調節を行った課題を提供しています。また必要に応じて視覚的な支援（スケジュールやタイマーの使用等）を行います。複数人のお子さん
でボードゲームやカードゲームなど行い、楽しみながら活動を行えるように配慮しています。行動面では、お子さまの発達段階や様子に合わせて様々な手法を取り入れて多動・衝動性の調
整を行い、適切な行動を引き出すお手伝いをします。

基本的なアプローチとしてはお子さんの声やサインを受け取り、丁寧に返すことを大切にしています。また、お子さんの意思決定や自己選択を第一に考え、課題や活動を決めています。コ
ミュニケーション手段の活用としてサインや絵カード等を使ってお子さんに合わせた意思の伝達方法を検討し導入していきます。構音の練習が必要なお子さんには言語聴覚士の評価と練習
を行うことができます。

1対1での個別支援が中心ですが、お子さんの発達段階に合わせて、一人遊び→対大人との遊び→対子どもとの遊び→小集団の活動など必要な環境を経験できるように支援していきます。他
者との関わりを通して自己の理解や行動の調整を行い、仲間づくりや集団参加を促していきます。

家族支援

担当者による相談はいつでもお受けすることができます。また必要に応じて専門
職による発達検査や個別相談を行うことができます。ご希望により同じ悩みを持
つ保護者同士が交流する場の提供や地域資源、福祉制度の紹介等を行うこともで
きます。

移行支援

保育園や幼稚園、小学校等の新しい環境に安心して入っていけるように事
前の練習を行う経験の場（親子分離や小集団等）を設定します。移行にあ
たって保護者へ必要な情報を提供します。希望によって移行先に情報の提
供や集団生活の観察を行い、安心して移行環境に適応ができるように支援
します。
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地域支援・地域連携

お子さんが通う地域の託児所、保育所、幼稚園や医療機関、障害児通所支援事業
所、障害者相談支援センター、保健センター等との連携を必要に応じて行うこと
で後方支援を行っております。

職員の質の向上

随時スタッフ会議で実際の事例について検討を行い、支援の在り方や支援
方法について共有しています。オンライン研修を年1回以上受ける機会も
設けいています。

主な行事等

地域療育支援（年2回、旭川子ども総合療育センターの小児科医師による発達相談）、年1回のレクレーションとして夏祭りもしくはハロウィンパーティーの実施（年長・年中児対象）、避
難訓練（年2回、町立保育園と合同で実施）。季節の活動では、水遊び、雪遊び、地域資源の活用（プール、図書館、ショッピングセンター、バス乗車体験等）や自然体験活動（近隣の公
園、道立公園、小川等）、施設内菜園（野菜、果物）での収穫体験と食育等。


